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情報通信審議会 情報通信技術分科会 新世代モバイル通信システム委員会 

ローカル５Ｇ検討作業班（第18回） 

 

 

１ 日時 

令和４年６月27日（月）13：00～15:00 

 

２ 場所 

Web会議で開催 

 

３ 出席者（敬称略） 

（１）構成員 

 三瓶 政一（主任）、山尾 泰（主任代理）、市川 泰史、 

伊東 克俊、岩本 裕真、大橋 功、大村 好則、大屋 靖男、 

小竹 信幸（代理：野島 友幸）、熊谷 充敏、河野 宇博、佐野 弘和、 

庄司 洋之（代理：乾 千乗）、白石 成人、外山 隆行、武田 一樹、玉木 剛、

寺部 滋郎、長門 正喜、中村 隆治、中村 光則、生田目 瑛子、 

長谷川 史樹、浜本 雅樹、本多 美雄、松波 聖文、松村 武、渡邊 泰治、

渡辺 知尚 

 

（２）関係者 

 浅田 武（ノキアソリューションズ＆ネットワークス） 

 

（３）総務省 

 翁長 久（移動通信課 課長）、田中 博（移動通信課 企画官）、 

水井 健太（移動通信課 課長補佐） 

 

４ 議題 

（１）検討の方向性（案） 

 事務局から資料18-1に基づき、ローカル５Gの検討の方向性案について説明が
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あった。 

  

武田構成員：広域利用といった際の広域の規模感は、どの程度を想定されている

のか。数年前のローカル５Ｇの制度化の際に、商店街のような場所

ではどうするのかという話が上がった覚えがある。そのときは、商

店街のメンバーの全員から同意が得られれば、自己土地と同じよう

に、商店街でローカル５Ｇをサービスしてよいという整理になった

と記憶しており、今回の話が、例えば商店街のところで運用する際

に、オプトインだったものをオプトアウトでできるようにするとい

う点が新しい点なのか、それとも、広域利用の規模感自体を変えて

しまうということを想定しているのかというところを教えていただ

きたい。 

 

事 務 局：特段、今回お作りした資料では、広域利用の規模感、縦横何平方キ

ロメートルかということは書いていない。資料を作成する際には、

基本的には、明確な制限をかけることもあまり想定はしていなかっ

た。基本的に、自己土地利用の原則があるため、全戸ポスティング等

の結果で、後発の自己土地利用、いわゆる広域利用ができなくなる

ようなシーンもあるため、無制限に広くなることはあまり想定しに

くいと考えられる。 

他方、いわゆる商店街等には広がる可能性はあると思う。免許人の

ビジネスの設計次第ではあるが、例えば２km四方程度のサービスが始

まり得るということを心に浮かべて、資料を作っていた。 

  

武田構成員：例えば市町村みたいな非常に大きい単位ではなくて、町の１区画の

ようなところを想定されていると理解した。 

もう１点、６頁目で、広域利用がもたらす利点というところで、同

一事業者がコアを共有して複数の基地局を運用する場合、協調運用

することで、全体として周波数利用効率が向上する可能性があると

いうことについて、基地局間の協調があれば、周波数利用効率が上
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がり、複数の事業者が別々に運用するよりも、誰かが一括して運用

したほうが、周波数利用効率が上がるという点は御指摘のとおりか

と思う。 

基本的にコアは、周波数をどう利用しているか、基地局がどう動

いているかというところを認識しない設備、装置になるため、コア

を共有することを言うのではなく、純粋に基地局間が協調すること

で周波数利用効率が向上する可能性があるという記載にしたほうが

いいと思う。 

  

事 務 局：より一般的な記載の一例をいただいたと思う。今後、本作業班で議

論がなされる方向性で議論がされたらよいと思う。記載した意図は、

広域利用によって、いわゆる電波を発射する範囲は広くなる可能性

があることや、基地局の数も増える可能性があるということを考慮

し、基地局が協調することによって、周波数の利用効率が向上する

可能性があると記載している。いただいた御意見も踏まえ、本作業

班で議論されることが非常に適切ではないかと、事務局として思う。 

  

熊谷構成員：特に、広域利用については、地域で共同利用することで、後から自

己土地を使いたいという方が出てきてもサービスを提供することで、

その方も使えて、Win-Winの仕組みということで理解した。広域利用

の免許人になると、事前のオプトアウト方式での確認やサービスの

提供を行うなど求められ、以前にも増して、その責任は大きくなる面

はあるが、ケーブルテレビ事業者としては、地域に根差して、ローカ

ル５Ｇを活用していくという観点で役割を果たしていきたい。 

 

白石構成員：今、ケーブルテレビ連盟、熊谷構成員からあったが、今回、方向性

について賛同する。特に、広域利用の中で出てくる共同利用という

考え方は、私ども地域で、現状行っている中でも、周波数だけでは

なくコストそのものをシェアすることが実現できることになるかと

思う。広域利用が制度化されたら、ローカル５Ｇ導入のハードルが
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下がり、自己土地利用のローカル５Ｇの普及の後押しになるのでは

ないかと考えている。 

  

長門構成員：広域利用について、３点、お尋ねしたい。１点目、広域利用の定義

として、複数の自己土地、または複数の他者土地を使用する形態に

当たると理解しているが、仮に他者土地の割合が多い場合、どこま

でが単純な他者土地利用で、どこからが広域利用となるかの定義を

定める必要はないのか。 

例えば、他者土地利用において、近隣で後発の自己土地利用がされ

る場合に、自己土地利用者に穏便を図るのが現状のルールだが、今回

の広域利用の定義では、必ずしも後発の自己土地利用者が優先ではな

いと思う。今後の自己土地利用者と広域利用者間の調整において、関

係者間で定義が異なってしまう危惧があると思われるが、どこまでが

単純な他者土地利用で、どこからが広域利用であるという条件を定義

したほうがよろしいのではないか。 

 

事 務 局：資料を作った際の意図としては、明確にここまでが他者土地利用、

ここまでが広域利用と、記載することは想定していなかった。 

広域利用と他者土地利用は一長一短である。他者土地利用は、広域

利用に比べ、例えば後発の自己土地利用希望者に対し、電波を使用さ

せる義務もかかっておらず、ポスティングをする義務もかかっていな

い。基本的に自己土地利用と他者土地利用、あるいは、他者土地利用

と広域利用、それぞれ免許人になることを希望する者が、サービスの

提供エリアの広さや、設計等を考慮して選んでいただくことが原則で

はないかと考えている。 

基本的に、サービスを提供する範囲が広くなるにつれて、広域利用

の申請をするほうが使いやすい制度になるのかということの想像は

している。 

 

長門構成員：趣旨は理解したが、危惧している点は、後発の自己土地利用者の優
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先度が、他者土地と広域利用の場合、大きく異なっているというとこ

ろである。 

具体的には、広域利用の後に後発の自己土地利用が出てきたとき

に、広域利用のシステムに参加するという案、非常によろしいとは

思うが、パラメーターの変更等は求めないという記載が気になった。 

例えば、後発の自己土地利用者が必要とするスループットや遅延

時間、スムーズなハンドオーバー等、後発の利用者が必要とする技

術条件が非常に高い場合、先行する広域システムの使用では吸収で

きない可能性も十分に考えられると思われる。そのような場合、先

行するシステムに入ることが、必ずしも解決案とはならない可能性

がある。あくまでも双方の話合い下の、１つの解決案という理解で

よろしいか。それとも、先行する広域利用がサービスを提供してい

るため、そこに入ることが唯一の解決案ということか。 

 

事 務 局：基本的に、前者のイメージである。このような広域利用が、ローカ

ル５Ｇの電波を使わせるということは１つの解決策である。しかし、

基本的には、大部分のニーズは満たされるのではないかと、事務局

としては想像している。 

特に、全戸ポスティングで、自己土地利用をするという予定があ

るという返事が返ってこないような商業地帯や、住宅地等を想像す

ると、これは大分のニーズというのは満たせるのではないかと想像

しているが、これ以外においても個別の話合いによって、個別のそ

の他の選択肢で共存することは、排除されるものではないと理解し

ている。 

 

長門構成員：了解した。広域利用の場合、コスト低減のためにシステムの共有が

非常に期待され、非常に良い案だと思うが、懸念点としては、広域

サービスの公共性や利用率をきちんと見ないままに制度を導入した

とき、広域システムを名目に場所取りができてしまうのではないか

というおそれを感じている。 
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ローカル５Ｇでは、全国キャリア様の免許取得を制限しているが、

広域サービス開始ということに対して、適切な条件を設けないと広

域利用者のローカル５Ｇを、いち早く場所取りをして、後者の方は

そこを使用しなければいけないという縛りができてしまうという懸

念もある。少し言葉は悪いが、早い者勝ち的な先行利益が生まれて

しまう懸念はないのか。 

 

事 務 局：そのような点については、まさに望ましくない形態と思う。そのよ

うな事態は避けなければいけないことは、事務局としても強く意識

をして、このような資料を作っている。複数の仕組みによって、こ

のような事態は起こりにくいのではないかということは考えている。 

 １つ目について、条件にもあるとおり、あらかじめ、広域利用が始

まる前に、エリア内の全ての人に対して、広域利用を希望するという

周知を行い、一定期間内に、自己土地利用の実施をする予定がある旨

の申出がないことということにしている。これは非常に厳しい条件

だと思っている。ある側面では、マンションを建て替える際の条件よ

りも厳しい。１人でも自己土地利用を行う予定があれば、そのエリア

では広域利用はできないという厳しい条件を課すものとなっている

ことを書いているつもりである。 

２つ目について、まさに３つ目の、条件３とあるが、ローカル５Ｇ

の電波の発射が認められたとしても、それは全く未来永劫ではない

ことである。免許の有効期間は、最大５年を基本として、再免許の際

は、改めて全戸にもう一回聞くといったことがある。さらに、資料に

は明確に書いていないが、３つ目の観点として、一般的に無線局免許

を受領してから、電波を発射するまでの時間は、一定時間内にしなけ

ればいけないと決まっている。数ヶ月程度であるが、極端なことを言

うと、日本全国で、ローカル５Ｇの免許を取得し、数ヶ月以内に全部

の免許、基地局を作ることは実質的に不可能である。一般的に、全国

系であったとしても、基本的には、一定の時間をかけながらやってい

くものであると思うため、欲張って広い面積をカバーするというこ
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とは、そもそも実現不可能に近いのではないかと考えている。 

いずれにしても、周波数を活用する、また、活用する能力とか意思

が弱いものが、電波のいわゆる空押さえをして、全体として、ローカ

ル５Ｇの電波利用のかせとなってしまうような場面は避けなければ

いけないということは、事務局としても強く意識している。 

 

長門構成員：観点よく分かった。開始時に関係者の合意を得るのは非常に大変だ

というのは、そのとおりだが、５年間で所有者が変わったり、いろい

ろな条件も変わったりすると思うので、一番初めに同意を得る際に、

５年間そこを認めてほしい旨も一筆書き添えて、同意を取るのがよ

いのではないかと思う。 

  

事 務 局：具体的な条件をどう書くかについては、もちろんこの会議がうまく

進んで、取りまとめを行ったという前提ではあるが、仮にそのよう

な場合、総務省において、具体的な制度化を行う。その際には、今、

長門構成員がおっしゃったようなことも踏まえ、非常に適切な表現

となるように制度整備を進めていくことが適切であると、事務局と

しては、認識している。 

  

武田構成員：長門構成員の御指摘はごもっともかと思う。オプトアウト方式で同

意を取り、かつ広域利用の条件として、後発の自己土地利用希望者へ

のサービス提供というのがあるが、実際に後発で、例えば産業５Ｇ、

工場５Ｇのような運用をする場合には、非常に特殊なサービス条件

が求められるサービスを始めることになると思う。このようなこと

も考えた場合、広域利用を行う際に後発の自己土地利用者のサービ

スを提供することが可能なのかという点に少し疑問を感じる。実際、

広域利用を適用できる条件は、もう少し慎重に考えたほうがいいと

思う。 

      実際、他者土地利用や商店街等におけるその自己土地利用の適用は

既にあるため、実際何が変わるのか、広域利用は何が違うのかとい
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う定義を少し明確にする必要があるのかと感じた。 

  

事 務 局：まさに非常に大事な御指摘をいただいた。広域利用について、今よ

りローカル５Ｇがよくなるにはどうしたらよいかといった話だと思

う。ご指摘のとおり、５年以内に別の工場が建つ等は十分あり得る

と思う。ただ、広域利用において、コンセプトの１つである、一定期

間内の電波の発射を一定条件下で認めることによって、ユーザーへ

のサービスの継続的な提供というのを可能とする。また、企業の投

資もしやすくするといった観点から、今回はそのような案になって

いる。 

    このような案をすることによって、ローカル５Ｇの市場規模という

のは大きくなる可能性があるのではないかと事務局としては期待を

している。導入ハードルが、企業によって一定程度下がることによっ

て、多くの人がよりローカル５Ｇの恩恵を受けることができるよう

になる。それにより、ユーザーが増え、価格も下がる可能性も高いと

思っており、いろいろな好循環が生まれてくると思っている。 

    今回、記載させていたような条件を執行することによって、自己土

地利用も含めた全体として、ローカル５Ｇ事業者が利用確認を取っ

てよいことが起こるのではないかという観点も含め、このように記

載している。全体として、よくなるほうにはどうしたらいいかという

ことを議論することが大事だと思う。 

 

武田構成員：できるだけ多くの人に使ってもらえるという点と、いろいろなサー

ビス要件で、ローカル５Ｇが使えるようにするという点は、どうし

ても相反する部分があるが、うまい着地点を見つけられるように議

論できればと思う。 

 

三瓶主任：今、武田構成員が言われたような工場のうち、今回、広域利用でカ

バーされるというのは比較的面積が小さい個別のエリアが、多数カ

バーされるということだと思うが、工場の場合には、面積が広いと
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いうのが大前提になるので、一連の商業地域となると、一定面積が

発生し、一定面積があれば、当然、ビームはそこは避けるというこ

とを調整する対象になるんだと思う。例えばある集落がなくなり、

工場の敷地になったとしたら、それはもう集落がないわけで、そこ

に今までの人はいないということもあるので、工場と今までカバー

していた事業者は、話合いで、そのエリアはカバーしないとするこ

とで、工場の自己土地利用は認めるということに当然なり得るので

はないかと思うが、いかがか。 

 

事 務 局：三瓶主任のご指摘のとおりだと、事務局も認識している。 

 

三瓶主任：武田構成員の懸念も分かるが、小規模で、狭い面積で大規模の工場

というのはなかなかあり得ないため、そのような懸念は、非常にご

くまれではないかという気はするが、いかがか。 

 

武田構成員：実際、どのぐらいの規模のローカル５Ｇが今まで出てきて、今後出

てくるのかというところも、確認しながらだと思う。いろいろ確認

しながら、条件を明確化していけばよいかと思う。 

 

大屋構成員：広域利用は様々ニーズがあるので、様々なメリット、デメリットが

あることは承知している。その中で、広域利用側が後発の自己土地

利用者をサービスに含めることができるという部分について、後発

の自己土地利用者の通信の需要に応ずるということは、電気通信事

業法にも絡んでくるところではないかと考えている。この点も含め、

周知をいただければと思う。 

 

事 務 局：ご指摘のとおり。ローカル５Ｇの電波を発射する者のうち、電気通

信事業に当たる者については、当然、現行でも電気通信事業法の義

務を果たすことが必要である。これを踏まえ、現行のローカル５Ｇ

のガイドラインにも、電気通信事業法に関する解説も記載している
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ところ。 

今後、ローカル５Ｇの広域利用が始まることになった場合、ガイドラ

インを改正することになるが、その際も、電気通信事業法の適用関係

も明確になることが非常に重要ではないかと思う。 

 

中村（隆）構成員：広域利用の、８頁目において、サービス開始前にオプトアウト方式

で同意を取ることについて、ポスティング等の手段を用い、エリア

内の全戸に事前に確認を求めるということは手間のかかるやり方で

ある。現行のローカル５Ｇも含め、エリア内の他者土地利用につい

て、実際に住んでいる方が、必ずしもその土地の所有者ではない場

合等、様々あるかと思うが、基本的にその場所に物理的に住んでい

る方を前提にし、ポスティングという例を挙げているということで

よろしいか。 

                 借家に住んでいる人も当然利害関係者であり、土地の所有者の方も

ステークホルダーかもしれないが、広域利用をする際の事前の了解

を取る対象の範囲や手法について、今後の議論も含めた方向性につ

いて御教示願いたい。 

 

事 務 局：大事なポイントだと思う。基本的に、ローカル５Ｇは、自己土地利

用中心のシステムであることから、土地や建物の所有者のオプトア

ウト形式での許可というのは重要な要素の一つである。 

ただ、今後の具体的な制度整備の中で検討していく必要があると

思うが、基本的に実現可能性、条件の厳しさと便益、それによって得

られる効果の便益というものも、十分また考慮に入れる必要もある

と思っている。 

基本的に、借家や、それに準ずる者に対しては、このような周知等

をすることにより、例えばマンションであれば、マンションの管理組

合等には当然連絡が入ることが想定されるため、何らかの形で、土地

の所有者の目に触れるということも実態としてあると思う。 
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三瓶主任：今の議論で、ローカル５Ｇの申請できる者として、土地の所有者と

建物の所有者に加えて、例えばビル内のフロアを、建物の所有者の合

意の下で利用している者というのがあったと思う。 

 

事 務 局：ご認識のとおりである。 

 

三瓶主任：その点では、利用者と所有者のいずれかに問合せするということで

よろしいか。 

 

事 務 局：ご指摘のとおりだと思う。 

 

中村（隆）構成員：三瓶主任の御確認も含めて、現状の開設のときの他者土地利用の考

え方と整合したものと、実際にどうやっているかというのは様々な

検討が必要な事項もあり、どうやって規定していくかは、もう少し

議論、検討が必要かとは思ったが、考え方と考えるべきことについ

ては理解した。 

 

長谷川構成員：広域利用に関して、参考として、今年度のローカル５Ｇ開発実証に

ついて書かれているが、これとは別で、線状のエリア、鉄道沿線や

高速道路といった観点の実証がされるかと思う。その実証で、様々

な電波伝搬の測定等を行うかと思うが、その結果を基に、今後、検

討されるローカル５Ｇの制度改正と、この広域利用は別物だと考え

てよろしいか。 

 

事 務 局：全く関係ないものとまでは言い切れないかもしれないが、基本的に

は別物である。 

       具体的に説明すると、総務省の実証事業では、高速道路や鉄道等、

細長い形状で電波を発射して、実験をすることを今年度、実施してい

るが、いわゆる細長いエリアをうまくカバーする等の電波の発射形

態を踏まえ、電波の強度をどうするか、というような電波の強度・質
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に影響あるような改正をすることを目的として実施するものである。 

      他方、今回の作業班で御議論いただいている内容は、電波の発射の

強度を何ワットから何ワットに増やすか、もしくは減らすか等の話

ではなく、基本的には考え方の整理と、広域利用についての考え方の

整理ということであるため、全く関係がないとまでは言い切れない

かもしれないが、基本的には別物である。 

 

長谷川構成員：了解した。 

 

佐野構成員：８頁目について、オプトアウト方式で確認するタイミングは、サー

ビス開始前と書いてあるため、免許申請後、サービス開始前までに

確認するという理解でよろしいか。それとも、免許申請前にしない

といけないのか。 

 

事 務 局：免許申請前を想定している。具体的には免許申請、これは今後の制

度の設計ではあるが、基本的な考えとして、無線局免許の申請時に、

その旨を書面にて提出していいただくことが基本となると考えられ

る。 

    全戸にビラをまいたが、利用希望がなかったということを免許申請

時に示していただくことを想定している。そうでないと、総務省が

審査できず、うまく制度が運用できないためである。 

 

長門構成員：他者土地利用における端末の移動制限の緩和について、最初に他者

土地利用をする際には、周りに自己土地での利用がないことを確認

することは、今までも大前提であったとの認識。現行のルールとして

は、他者土地利用の際に端末移動が制限されたのは、先行する他者土

地利用の後に自己土地利用者が現れた場合に、他者土地利用のサー

ビスが面展開されていると調整が非常に厳しくなる。そのために、他

者土地利用の移動端末は不可と制限されていたとの認識。 

 今回、端末移動を認めるという条件緩和がされた場合に、後発での
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自己土地利用者から干渉調整を求められた際も、あくまで自己土地

利用者を優先とする前提は変えるものではないという理解でよろし

いか。具体的には、先行する他者土地利用者のサービス範囲が、端末

移動前提で面サービスになっていることで、干渉調整が非常に厳し

くなっている場合は、後発の自己土地利用者は、先行するサービスの

移動範囲を狭めてくれという要求をしてもよいということでよろし

いか。 

 

事 務 局：基本的にはご理解のとおり。ローカル５Ｇは、どこまでいっても自

己土地利用優先のシステムであると認識している。先行している他

者土地利用が、面的という表現はなかなか難しいところがあるのか

もしれないが、一定のエリア、一定の他者土地で、端末を移動させる

ような利用をしていたとしても、後発の当該土地で自己土地利用を

したい人がいた場合、当然後者が、つまり自己土地利用をしたいと

希望する者が優先される。つまり、今、長門構成員がおっしゃったよ

うな要望というのは当然してもいいということと考えられる。 

 

長門構成員：了解した。 

 

中村（光）構成員：今、ＮＥＣの長門構成員が発言された移動制限の緩和について、課

題として、例えば、港湾等の水面や海上ではニーズとして、確かに

そのとおりだなという感じがする。長門構成員が発言された懸念点

も含め、そもそも自己土地利用からはみ出すような他者土地の部分

で、移動させるようなニーズは具体的にどのようなものがあるのか。 

 

事 務 局：基本的には、第１７回のローカル５Ｇ検討作業班でケーブルテレビ

連盟から説明があったニーズでは、例えばスマートフォンやモバイ

ルルーター向けのモバイルサービスをしたいといったような要望が

あった。今、申し上げたことは、あくまで現行制度での要望ではない

かと事務局としては受け止めているが、今回、議論いただいている



 -14- 

ような広域利用の導入とセットで考えると、現行に加え、より一層、

他人の土地に端末が移動したサービスを提供したいというニーズに

ついては高まるのではないかと思っている。 

 

中村（光）構成員：まだ認められている広域的な利用ではないが、今の話はまさにそち

らのほうに寄るのではないかと見える。自己土地から、はみ出して

いくような他者土地で、そもそも端末が乗り出していくようなケー

スは、自己土地の利用の方々から見ると基本的にはない。一方で、一

度制度改正いただいたときに、自己土地が複数分かれている間に道

路や川とか公道等がある場合、その部分は移動を認めるといった形

で、免許申請の際に調整した上で、よしとするという流れもあった

かと思う。 

                  今後、他者土地のところについて、先ほど長門構成員が発言された

ように、自己土地の方が後から入りにくいことがないようにするた

め、移動制限をかけるという趣旨であったと私も理解している。必要

なところだけ、少しずつ開いていきながら、緩和の範囲を広げていく

という点では、今回は、港湾や海上にフォーカスし、一気に行かない

という形の議論として、今後進めていければと感じた。 

 

事 務 局：基本的には、広域利用の議論と、他者土地における端末利用の緩和

の議論は、別のテーマと思い浮かべて資料を作っている。それらが

当然組み合わせたようなシーンも起こることは当然あると思ってい

る。 

     基本的には、他者土地の端末の移動制限の緩和は、これで議論いた

だくのが非常にいいのではないかと思っている。そういった前提に

おいて、今回、議論していただいたようなものを、１５頁のような

ものを海上や水面だけに限定することは、事務局としては、正直も

ったいない気がする。いろいろなサービスの芽というのは、どこに

でも存在すると思っている。ローカル５Ｇは、あらゆる方が免許人

になれ、まさに多種多様なサービスの活用という自由なサービスを
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提供することを期待して作ったシステムである。そういった観点で

は、なるべく制限はつけずに、例えばこれは埋立てに限るとか、端

末移動制限だけに限る、水面に限る等とはせずに、あらゆる場所で

干渉上問題ないことを確認できているならば、陸も含めて緩和して

いくことが非常に良い結果につながるのではないかと、事務局とし

ては思っている。 

 

中村（光）構成員：引き続き、このような場で皆さんと対話の議論を次回以降もできれ

ばと思っている。 

                   ２８頁の海上利用について、サブ６のみを対象とする話があった。

距離や面等の視点であれば、なるほどと思う一方で、公共業務用無線

局との関係の話にも触れていただいている。地域やエリアによって

使える使えないということも出てくる。利用される形態の中で、陸か

ら飛ばすようなケースは、意外と飛ぶような話もあると思う。陸から

飛ばすケースであればサブ６かと思う一方で、海上で複数の設備か、

１つの設備か考え方によるが、ミリ波でもできるかという気もする。

先ほども事務局から、できるだけ規制をかけないほうがよいのでは

ないかという話があったが、サブ６に限るとしないで、ミリ波もなし

にしなくてもよいのではないかという議論を、関係者で、次回以降で

きればと思ったいかがか。 

 

事 務 局：４.６ＧＨｚ帯、２８ＧＨｚ帯、それぞれの周波数で置かれている状

況が違う中、事業化まで見据えた具体的なニーズがあった４.６ＧＨ

ｚ帯を対象として、今回検討がなされているところ。２８ＧＨｚ帯

についても、４.６ＧＨｚ帯と同等のレベルの具体的なニーズがある

ことが明らかになった場合は、その必要性や実現可能性等を踏まえ、

必要に応じて検討することが適切ではないかと思っている。 

 

中村（光）構成員：伝搬の距離でいけば、帯域幅、距離、海上全般を、１００MHzのサブ

６なのか、あるいは４００MHzを超えるようなミリ波なのか等までよ
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く見ていけば、使い方は色々と変わってくると思う。 

                  ＮＳＡでしか使われないミリ波であれば、今はニーズがないが、ニ

ーズがあれば広げていこうという考え方もありなのかもしれない。

ただ、そのようなところを、今日決める話ではないと思うので、ぜひ

引き続き議論ができたらと思う。引き続き前向きに進める方向にい

ければと思っている。 

 

事 務 局：２８ＧＨｚ帯も含めた話について、まず、有限希少な周波数の利用

という観点から、具体的なニーズや使用形態が想定されない、確定

していない周波数帯に当該システムを導入することは、適切ではな

いと考えられる。また、他の無線システムとの共用についても、検討

を行うためには、２８ＧＨｚ帯のローカル５Ｇの海上利用に関して、

具体的なニーズに基づく実際の利用形態を、まずは明確化すること

が大事ではないかと思っている。 

このようなことから、４.６ＧＨｚ帯と同等のレベルの具体的なニ

ーズがあることが明らかになった場合に、必要性や実現可能性を踏

まえ、必要な検討を行うことが適切であると考えている。 

 

中村（光）構成員：理解したそうであれば、そのようにコメントを記録に残していただ

きたい。 

                  ９頁目の免許手続の簡素化について、ローカル５Ｇで、このような

形で免許手続の簡素化が進むことは、地域ＢＷＡ推進協議会として

も、今後、ローカル５Ｇを使っていく中で、ケースによっては、こう

いったものがあればいいなと思っている。 

                   他方、自営等ＢＷＡといった制度もある。これは、同じように自

己土地の中で使う、小規模なＢＷＡというようなものだが、ミリ波帯

のローカル５Ｇが立ち上がるときには、ＮＳＡの方式のアンカーと

して生まれてきた経緯もある。２月の要望の際にも、自営等ＢＷＡの

ほうについても同じように要望をしていた。 

                  今回、説明資料の中で、自営等ＢＷＡには特に触れられていないと
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いうことは、先送りなのかなとは思うところである。しかし、正式に、

２月の前回の会合の際にも、要望を出している形であるため、当協議

会としては、先送りにしても、その旨の記述、記録等はきちんと残し

ていただきたいと思っている。 

 

事 務 局：自営等ＢＷＡについても、免許取得の簡素化の対象としてはどうか

というコメントかと思う。自営等ＢＷＡは、同じ周波数帯で同じシ

ステムとして、地域ＢＷＡが存在する。そのため、今、ご提案があっ

た内容は、地域ＢＷＡの在り方も含めて、一体的に考えないといけ

ない可能性が高いテーマではないかと事務局としては認識している。 

    したがって、そのようなニーズが高い場合には、このようなことを

地域ＢＷＡと一体的に考える場として、ローカル５Ｇ検討作業班と

は別の場で、必要に応じて検討を行うことが適切ではないかと思っ

ている。 

 

中村（光）構成員：そのような旨をきちんと記録で残していただきたく思う。 

 

山尾主任代理：今ほどに、中村構成員の１点目の御指摘で、端末の移動制限の緩和

の話と、広域利用の話が、実は関連して考える必要があるのではない

かというご指摘があったが、私も実は同じところを、別のポイントか

ら気になった点がある。 

      端末は、陸上移動局なので、免許的にはもともと移動できるものだ

と思うが、広域利用で、例えば連続的にカバーエリアを拡大するとい

うのを想定しているとは思うが、複数のローカル５Ｇの提供者が連

携して、ローミングサービスをやることも、ここでは特に制限されて

いないように見受けられる。かつてアメリカでは、携帯電話の初期の

地域サービス、地域免許というのが全国に多くあったが、少し隣に行

くと使えなかったり、出張に行ったら使えなかったり等、不便だとい

うことでローミングサービスというのを行った。 

      今回もそのようなことが、広域化と端末の移動制限の緩和ででき
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るのか。 

 

事 務 局：広域利用におけるローミングサービスについては、様々な観点があ

ると思う。１つ目は、電気通信事業法の観点である。現行の電気通信

事業法の規制の適用といった話もあり、そのようなものについては、

適切に運用されることが必要だと思っている。 

    それに加え、電波法に関連する部分について、広域利用でローミ

ングすることによって、通話、通信ができる範囲というのは広がっ

てしまうのではないかという点である。これについては、今後の制

度設計でも十分に考慮していく必要があると思っているが、基本的

には、全国ＭＮＯのように、日本全国でローカル５Ｇにつながると

いうようなことは、現実的にあまり起こる可能性はないということ

は想定している。いずれにしても、ローカル５Ｇは、自営中心のシ

ステムとして始まっている。周波数の利用効率という観点からは、

この帯域をＭＮＯに指定したほうが効率が上がることは明らかで

はあるが、それとは別の価値、つまり多種多様な使い方で産業が活

性されることや、思いもつかないような使い方で、人々の笑顔につ

ながること等が期待されたシステムであるため、そのようなローカ

ル５ＧのＤＮＡがきちんと残る形で使用することが非常に大事で

はないかと思っている。 

 

山尾主任代理：その辺りが、私もどのように進めてよいのか、分からないところが

あったため、引き続きほかの方の意見があれば、よろしくお願いし

たい。 

 

（三瓶主任が別件で退席のため、山尾主任代理に司会を交代） 

 

佐野構成員：海上利用２７頁目について、基本的に右側の洋上風力発電、浮体式

のほうだが、これは基本的に基地局となるので、一応こういう形態で

あっても、２５頁目の定義による移動しない無線局として定義され
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るという理解でよろしいか。 

 

事 務 局：基本的には御理解のとおり。具体的には、使用機材というのは無線

局免許の申請が上がってきて提出されるものであるが、ご質問あっ

たような、今回、制度整備をするときに、ここに置かれたシステムで

は、洋上風力発電所のような設備に基地局を設置して、電波を発射

し、それを別の端末によって、例えば発電所のメンテナンスや作業

員の方の連絡手段に使うことを想定して整備したものである。 

 

佐野構成員：弊社も実はこのようなニーズがあったため、これは全国５Ｇ帯域も

予期した形もあり得るのかと思った。今回、こちらの制度について

は賛同させていただければと思う。 

 

佐野構成員：ＢＷＡ推進協議会の中村構成員の質問に関連するが、今回、ミリ波

を制限する理由は何か制度的なものになるのか。共用検討上、衛星の

ため、あまり大きな問題はないのかと思う。 

 

事 務 局：先ほど申し上げた件とも関連するが、まず、順番の話である。基本

的には、有限希少な周波数、電波を有効利用するという観点から、具

体的なニーズとか具体的な使用形態、具体的なシステムがはっきり

しない周波数帯に、検討を始めることは時期尚早ではないかと思っ

ている。今回、ノキアから具体的なサービスの提供イメージを説明

いただいたが、２８ＧＨｚ帯を具体的に同等のレベルで具体化して

使用したいという話は、まだないのではないかと思っている。 

    他の無線システムの共用について、具体的な検討をする際には、ま

ず、２８ＧＨｚ帯、ローカル５Ｇの海上利用に関して、具体的なニー

ズに基づく実際の利用形態の明確化をすることが、まずは大事だと

思っている。 

 

佐野構成員：基本的に、この作業班で、もしミリ波の利用ニーズが、どなたかか
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らプレゼンされた場合は、検討対象となるという理解でよろしいか。

今のところ、まだノキアさんの１社だけのニーズという形になって

いるため、他社さんのニーズが本当にどこまであるのかというのが

分からないことと、どこの市町村が実際に使えるか、使えないかが現

時点では分からないため、今回結論を出すのは時期早尚かと考えて

いる。 

 

事 務 局：まず、今回の４.６ＧＨｚ帯を海上で使いたいというニーズについて、

プレゼンはノキアから実施したが、ノキアだけのニーズではない。

資料中に会社名を記載いただいているが、関電工や、東洋建設株式

会社、日鉄ソリューションズ株式会社、ネットワークシステムズ株

式会社、日立国際電気、また、スーパーゼネコン、風力発電事業者、

大手電力事業者、プラントエンジニアリング事業者の要望がある話

である。 

    基本的に、２８ＧＨｚ帯について、サービス利用形態とかニーズ等

について、４．６ＧＨｚ帯と同等レベルまで具体化した話があれば、

それを踏まえて、必要に応じて検討を行うことが考えられる。 

    他方、我々はビジネスの時代に生きており、スピード感というのを

非常に重視しなければならないと思っている。よって２８ＧＨｚ帯

の要望が出てくるまで、今回の作業班の６つのテーマを全て止める

とすることまでは、あまり適切ではないと考えられる。今回のものは

前に進めて、少しでもよりよいローカル５Ｇを実現し、それによって

多くの人の笑顔につながることを推し進めていくが必要であると思

っている。 

 

佐野構成員：一応ニーズがあったら御検討いただける可能性があると理解。また、

基本的にスケジュールに問題がないようであれば、作業班でも検討

する余地があるということで理解した。 

 

事 務 局：基本的に、今回は検討の方向性を議論いただいており、だんだんと
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報告書に近づいているところ。 

   報告書を書くことに近づいているというタイミングであるという認

識を共有することが大事ではないかと思っている。今後の検討に当

たっても、具体的なニーズがあり、それが一定程度集まることや、関

係者の具体的なサービスの検討を含めて、必要性が明確になること

が、第１条件かと思っている。 

 

佐野構成員：承知している。 

 

中村（光）構成員：広域利用の７頁と８頁について、地域ＢＷＡ推進協議会としては、

ＢＷＡの町等で、比較的広くエリア整備をする中で必要なスポット

といっても、自己土地の範囲ではなく、電波の届く範囲としてのエ

リアをもって、ＢＷＡのエリアの中で、容量や、高速性、低遅延、に

ローカル５Ｇを使っていける形として、このような話が進むことは

大変ありがたく思っている。 

          ７頁のところで、広域利用に関しては、同期運用や、準同期等の記

載が特になく、どちらでもあるのだろうということが読み取れる。技

術検討作業班で、共用検討をやっている立場から発言するが、広域利

用がどこまで広がるかという話について、そんなに広くなるような

イメージは、当協議会として見ていない。ただ、準同期運用の事業者

は、同期運用事業者の迷惑にならないようにといった、優劣の関係が

あるのも事実である。広域利用を積極的に使える立場にあるのかと

いった私どもの視点からすると、準同期もあるのかもしれないが、ど

ちらかというと、同期の事業者が入ってくるのが多いのか。むしろ、

運用に入った後で、自己土地利用者、あるいは、広域利用事業者同士

の隣接等の関係の共用検討を踏まえると、当初は同期運用から入る

ことが無難かと思った。もし、事務局からコメントがあれば、いただ

きたい。 

 

事 務 局：非同期の一部である準同期は、現在でも、自己土地利用、他者土地
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利用を問わず、また、自己土地上であっても、他者土地上であって

も、あらゆる場面で使えるようにローカル５Ｇは設計されている。 

    ただ、当然同期運用が優先である。つまり、同期運用はローカル５Ｇ

の同期も、全国５Ｇの同期も、同期が優先で、準同期は劣後するもの

だという前提で自己土地利用、他者土地利用双方で使えることにな

っていると理解している。 

      今回の広域利用の検討は、特に電波の強度を上げる等の電波の質を

何か操作するような議論ではなく、考え方の整理の色合いが強い。現

段階で、同期と非同期があったときに、同期運用を優先し、後発の同

期運用があれば、それは個別に調整する必要は当然あるが、制度設計

段階から広域利用は同期運用のみとするところまで制限する必要性

は低いのではないかと事務局としては思っている。 

 

中村（光）構成員：技術的なところを一旦置いて、考え方の整理をしていくことについ

ては、特に異論はない。とはいえ、同期、非同期の話はセットで、最

終的には、そこまで踏まえた上での制度設計になると思う。準同期

のエリアを管理しなくても、そこがすごく広がっていくと、後々、調

整事も増えていく可能性あるという点は、制度設計を進める中では、

うまく利用する方々にローカル５Ｇを使ってもらいたい。無駄にい

ろいろともめごとがないようにというところを、ぜひ考えながら、

進めていければと思う。 

          ７頁、８頁で、カバーエリアといった言葉が出てくるが、カバーエ

リアと、調整対象区域というものがある。調査に協力、援助をしてい

る立場から発言すると、カバーエリアだけでは多分よろしくないか

と考える。 

          まだ議論が詰まっていない時点では、この先、どこまで対応を見て

おく必要があるのか。カバーエリアは確かに広域利用事業者から見

ると、サービスができるエリアである。その先の調整対象区域は、サ

ービスができないエリアであるが、電波は飛んでいるので、他の方の

参入もできないエリアとなる。そういった点では、ポスティングの話
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やオプトアウトの話もそうであり、１番のサービス提供の考え方つ

いても、もう少し議論を深めていくところが大事かと思った。 

 

事 務 局：基本的にこの資料は、カバーエリアと調整対象区域は、明確に使い

分けて書いているつもりである。こういったカバーエリアというの

は、調整対象区域は含まないというつもりで、事務局としては作っ

ていた。 

    調整対象区域も含めて、例えば全戸ポスティングをすべきではな

いか、もしくは後発のサービスへの自己土地利用希望者へのサービ

ス提供も調整対象区域とすべきではないかということについて、こ

ういった義務を貸すことは、暗に調整対象区域であっても、後発の

自己土地利用をブロックすることを示していると考えられる。 

    ローカル５Ｇは、自己土地利用が原則のＤＮＡを持つシステムで

あるため、全戸ポスティングや、後発希望者へのサービス提供はカ

バーエリアだけにし、調整対象区域で後発の自己土地利用の希望が

あった場合は、現行と同様に、先行利用側が電波の向き等を調整し、

後発自己土地利用に電波を使わせることが基本かと思っている。 

    いずれにしても、調整対象区域まで将来の自己土地利用を、ある

意味、一定程度制限するような側面ということをなるべく避けたい

という考え方を踏まえ、資料の８頁目、７頁目はカバーエリアとい

う審査基準上に定義されている用語を記載している。 

 

中村（光）構成員：そういった形で書くことで、後から出てくる自己土地側の方々の保

護をし、逆に自己土地の方に迷惑にならないようにするための今の

ような話は、ここに記述がなかったが、今後の整理で入ってくると

理解した。 

 

事 務 局：これは一般論であるが、報告書を書くときには、そういった考え方

も含めて、より丁寧に書かれることが適切ではないかと思っている。 
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中村（光）構成員：今後に向けたお願いになるが、私ども地域ＢＷＡ推進協議会は、４Ｇ

の仕組みのＢＷＡの事業者が今、４Ｇの仕組みを使い始めてから、

もう７年を超えた形で皆さん、事業を拡大しつつ、ＢＷＡサービス

を展開している。そういった際には、エリアは少しずつ、複数年をか

けて広げていく形で進めている。５年の再免許の際に、免許を再度

取り直すが、継続をお願いする形で、引き続き、５年以降、広げてい

る。 

          今回の広域利用の整理の中では、自己土地利用の方とのいろいろ調

整も含めて、５年で一旦の区切りを取るといった考え方については、

確かに、自己土地利用の希望者の配慮という点は、うなずける点があ

る。一方で、広域利用をして、サービスに入った際に、５年たったと

ころでどうなるのかといった話や、エリアが少しずつ広がっていく

中では、具体的な事業側の目線の立場でいくと、見えてくる問題点も

あろうかと思っている。 

          これまでもお話があったように、自己土地利用者は、運用の自由度

というところを重く見ている。帯域や、同期、準同期の話も当然あろ

うかと思う。自己土地利用者も、広域利用の立場も今すぐという話に

は当然ならないと思っているが、長期的には、どちらの立場でも長き

にわたって、ローカル５Ｇの利用が進められ、共存ができる形が実現

されることが望ましく、有効利用の促進にも進むのではないかと思

う。 

          今回のやり方は１つのパターンだと思うが、ほかにも選択肢はいろ

いろと用意していくということが今後、必要だと思う。引き続きこう

した作業班の場で議論のほうが進めていければいいと感じた。 

 

長門構成員：今後の進め方として、方針的な概要は理解したが、細かい点につい

ては、今後もこの議論は継続されるのか。それとも報告書に書か

れる際に、そこの確認という形で説明とされるのか。 

 

事 務 局：主任とも御相談させていただいているが、次の議題は報告書（案）
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の議論とさせていただく方向で検討していた。今回、議論いただい

ているパワーポイントの資料に、本日出た議論の内容をうまく融合

させて、報告書（案）を作成する。それを踏まえ、次回、改めて議論

いただきたい。 

 

山尾主任代理：いろいろな議論が本日あったと思う。それを一度、事務局のほうで

整理していただき、検討の方向性の中に適宜、反映した形で、報告

書（案）を作っていただくというのがよろしいかと思うが、いかが

か。 

（「異議なし」の声あり） 

他になければ、今、お話が既に出ていた、今後の話に移っていきたい

と思うが、よろしいか。 

 

佐野構成員：２０頁の定期検査の簡素化について、２４時間３６５日じゃないと

いうことは理解しているが、これはローカル５Ｇの免許申請時に

２４時間３６５日でない旨を記載する必要があるのか。 

 

事 務 局：免許の申請の仕方や、免許の内容は、個別具体の内容に基づき判断

されるものであるため、なかなか一般的にこうだということを言う

のは難しいが、一般論としては、当然免許の発行、無線局免許を希望

するときの申請は、目的や、電波の出力等は記載いただくことにな

っている。 

      総務省が実態の情報を把握した上で、無線局の電波の発射の形態

を踏まえ、運用されることが適切だと思う。 

 

佐野構成員：ちなみに、ローカル５Ｇとは言え、例えばひと月以上運用しない場

合は、休止の届けを出す必要があるという理解でよろしいか。 

 

事 務 局：今、直ちには、個別の免許の状況は、手元に情報がないが、基本的

に一定期間、電波を発射しないのであれば、当然何かしら手続が必
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要となるケースというのはありうると思う。 

 

（２）その他 

 事務局から、次回日程については別途連絡する旨の案内があった。 

 

長門構成員：今後の予定について、理解したが、報告（案）の配布と、次回の作

業班の開催にある程度時間的猶予を見ていただけると大変助かる。

この次は詳細の内容となると思うので、事前の確認をする時間を

取らせていただけると大変ありがたい。 

 

事 務 局：会議の開催の一定期間前に、事前に皆様にお送りするようにしたい。 

 

山尾主任代理：本日の議論については、議事録案でまとめていただくと思うが、大

変多くの議論が出たため、議事録案をできるだけ早く、皆さんに回

せるようにしていただけたらと希望する。 

 

事 務 局：そのようにさせていただく。 

 


